
平成26年度地域密着型金融の取組みとして３つの項目を掲げ推進しました。
① ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化
　平成24年12月に経営革新等支援機関としての認定を受け、平成26年度は企業支援先を16先選定し、1先のランクアップとなりました。創業・新
事業支援等の取組みについては、平成26年度地域創業促進支援事業に応募し平成26年9月～12月に「あいしん創業スクール」ベーシックコースお
よび女性起業家コースを開催し3名が創業いたしました。また、昨年度に続き名古屋商工会議所との共催により「起業支援セミナー」を開催し、「新設
法人に当てはまりやすい助成金について」・「事業計画および資金繰り表の書き方について」等を議題とした、創業・新事業支援をサポートするセミナー
を実施しました。経営力を高めるための取引先企業に対する「中小企業の会計」に則った決算書作成の支援として、平成27年2月に「中小企業会計啓
発・普及セミナー」を昨年に引き続き開催しました。平成26年6月と7月に「土地活用セミナー」を、積水ハウス株式会社および介護事業経営研究会と
の共催で開催しました。特に、創業・新事業支援に伴う補助金申請のサポートについては、平成26年度において助成金申請を16件（認定5件 2,408
万円）いたしました。
　また、「中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」に参加して上級アドバイザーの派遣を依頼し、4先について計12回企業支援室長・営業
店長とともに支援先を訪問し、困難な課題を抱える支援先に対して、課題解決に向けたコンサルティング機能の発揮に努めました。

② 事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給方法の徹底
　｢事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給方法の徹底｣として、不動産担保、個人保証に過度に依存しない融資の取組みを推進
しております。平成26年度は、「あいしん企業活性化ローン」「あいしん創業支援特別ローン」「名古屋商工会議所ローン」「商工会会員特別ローン」の
4種類のローンと「特別事業者資金」の合計で143百万円を取組みました。また、平成25年8月から、県・市保証協会の一般保証を利用した金利優遇
商品ローン「あいしん地域活性化ローン」を取組み26年度実績で、226件 13億30百万円の資金供給をいたしました。

③ 地域の情報集積を活用した持続可能な地域社会への貢献
　地域社会活性化につながる多様なサービスの提供として、社会的課題となっている環境問題に対しては、「環境負荷対策車」や「介護・福祉車両」の
ローン金利優遇策を継続実施しました。また、介護・福祉問題に対しては、地域内の少子高齢化が進む中、地域住民の方々のニーズに対応するため地
区内の介護施設等の建設に対して、積極的に資金供給を図る態勢を構築し、介護施設建設資金等で5億99百万円を実行しました。高齢化社会に対応
すべき「高齢者地域見守り」に賛同し平成25年度に調印したあま市に続き、名古屋市の「高齢者見守り事業者」に平成26年12月に登録いたしまし
た。また、「認知症サポーター」の講習を受けて実施しております。当金庫自身の温暖化・節電対策としては、クールビズ・ウォームビズの徹底により削減
を図っております。平成27年度も、介護サービスを提供する施設の建設について積極的に資金供給を図り、原発停止に伴う逼迫した電力需給に対応
するため、更なる電気使用量削減に努め地域社会への貢献に取組みます。その他、利用者満足度アンケート調査や会員等からの要望を真摯に受け止
め、経営に活かす取組等を推進していきます。

　平成27年度地域密着型金融の取組みは、コンサルティング機能等の金融サービスの提供のため、以下の３つの項目を重点施策として推進してい
きます。
１． 顧客企業に対するコンサルティング機能の発揮
２． 地域の面的再生への積極的な参画
３． 地域や利用者に対する積極的な情報発信

　当金庫では、常日頃より健全経営を心掛け、資産全般について定期的に自己査定を実施し、リスク管理債権の発生防止に努めております。また、期
中に発生した不良債権に対しては貸倒引当金を積むなど、充分な引当処理を行い万全の対応を図っております。
　平成27年3月末の金融再生法による不良債権額は5億円の増加となりましたが、不良債権比率は前年比0.07ポイント改善し、6.77％となりまし
た。また、保全率は97.2％と高い安全性を確保しております。
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般貸倒引当金で計上してあります。
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①「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、更生、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる
債権です。
②「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状況には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可
能性の高い債権です。
③「要管理債権」とは、「3ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。
④「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権
をいいます。
⑤「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しています。

金融再生法に基づく開示債権の用語の定義解 説

①「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により、元本又は利息の取り立て、又は弁済の見込みがないものとして
未収利息を計上しなかった貸出金（未収利息不計上貸出金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。
（1）更生手続開始の申立てがあった債務者　（2）再生手続開始の申立てがあった債務者　（3）破産手続開始の申立てがあった債務者
（4）特別清算開始の申立てがあった債務者　（5）手形交換所等による取引停止処分を受けた債務者
②「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金のうち次の二つを除いた貸出金です。
（1）上記「破綻先債権」に該当する貸出金　（2）債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸出金
③「3ヵ月以上延滞債権」とは、元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当しない貸出金です。
④「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建・支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる
取り決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。
⑤なお、これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額や既に引き当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全
てが損失となるものではありません。
⑥「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
⑦「貸倒引当金」については、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に対して引き当てた金額を記載しており、貸借対照表の残高より少なくなっています。
⑧「保全率」はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証・貸倒引当金を設定している割合です。

リスク管理債権の用語の定義解 説
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地域密着型金融の取り組み 不良債権の状況について

ＢＣＰ計画の一環として、中区にあった事務セン
ターを中村支店ビルに移転し、緊急危機時の本
部代替機能も備えております。また、全自動貸
金庫を新設するなど、よりご利用しやすい店舗
に生まれ変わりました。
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室内ほぼ全ての照明にLEDを採用し省エネを
図っております。また、2階には地域の方が利用
できるコミュニティホールを設け、みなさまに親
しみ易く、よりご利用しやすい店舗に生まれ変わ
りました。
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